
 

 

市立野洲病院移転業務に係る 

公募型プロポーザル審査評価基準 

１ 審査の方法 

 審査は、提出書類及びプレゼンテーションに対する評価を行い、最優秀提案事業者を決

定する。 

 （１） 審査方法 

  ア 審査は「市立野洲病院移転業務プロポーザル審査委員会」委員が「別紙 評価基準

一覧表」に従い実施する。 

  イ 審査は、提案業者の提出書類及びプレゼンテーションの内容に基づいて実施する。 

 （２） 結果通知 

  審査結果については、文書で通知するとともに、最優秀者は市立野洲病院のホームペ 

  ージで公表する。 

 （３） その他 

  審査の結果及びその内容に関しての問い合わせや、審査結果に対する異議申し立ては 

 受け付けないものとする。 

２ 評価方法及び評価基準 

 （１）評価方法 

  ア 提出書類及びプレゼンテーションの結果により、技術と提案内容の区分によって 

   評価する。 

  イ 参考見積書により価格を評価する。 

 （２）提案プレゼンテーションの実施 

  ア 日時 令和８年６月９日（火）午後２時30分 

  イ 場所 市立野洲病院 ２階 講義室 

  ウ プレゼンテーション時間 55分以内（準備５分・提案書説明30分・質疑応答 

   15分・後片付け５分） 

  エ 提案事業者の出席者は３名以内（機器操作者は除く）とし、うち１名は受託した 

   場合における常駐予定者とする。 

 （３）評価の配点 

  ア 評価点の合計点数は１００点とし、各項目の配点は下記のとおりとする。 

 

 

 

 

  イ 提案内容の配点については、「別紙 評価基準一覧表」のとおりとする。 

   （４）評価基準と算出方法 

  提出書類及びプレゼンテーションを５段階で評価を行い、その結果を集約する。評 

 価区分は以下のとおりとする。 

 評価項目 評価点（満点） 

１ 提案内容 ７０点 

２ 価格 ３０点 



 

 

区分 評価点 

５点満点   

大変良い ５点 配点が10点の場合は、２倍の評価点  

良い ４点 配点が 15点の場合は、３倍の評価点 

普通 ３点   

やや悪い ２点   

悪い １点   

   

  価格点は以下の計算式により算出する 

配点（30点）× （予算額－見積額）/（予算額－最低見積額） 

 

３ 最優秀提案事業者の決定方法 

  ア 合計点数が最も高い提案事業者を最優秀提案事業者、次に合計点数が高い提案事 

   業者を次点提案事業者とし、最優秀提案事業者と契約締結に向けた個別交渉を行う。 

   （最高評点を獲得した提案事業者が複数あった場合は、見積額の評価点がより高か

った提案事業者とする。） 

  イ 最優秀提案事業者との協議において、両者が合意に至らなかった場合には、次 

   点者との協議を行うものとする。 

 

４．契約方法 

契約手続きは、野洲市契約規則の定めるところによるものとする。契約書は、市立野洲

病院と優先交渉権者が協議のうえ定めるものとする。 


